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(57)【要約】
【課題】調湿性能を向上でき、必要に応じて、異なる形
態で木質パネルを取り付けることができる木質パネルの
取付構造を提供する。
【解決手段】本発明は、屋内壁面に沿って複数の木質パ
ネルが並べて施工される木質パネルの取付構造を対象と
する。本発明の取付具５は、壁面設置体６と、パネル１
間に配置されるパネル間設置体７とを有する。パネル間
設置体７は、径方向の寸法が短い側が短径方向Ｄ１、長
い側が長径方向Ｄ２とする。パネル間設置体７の短径方
向両側に、隣り合うパネル１の対向縁部を支持するパネ
ル間近接形態と、パネル間設置体７の長径方向両側に、
隣り合うパネル１の対向縁部を支持するパネル間隔離形
態との間で選択して、木質パネル１が取り付けられるよ
う構成される。
【選択図】図３Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋内壁面に沿って複数の木質パネルが並べて施工される木質パネルの取付構造であって
、
　木質パネルを屋内壁面から離間した状態で屋内壁面に取り付けるための取付具を備え、
　前記取付具は、屋内壁面に設置される壁面設置体と、その壁面設置体の表面側に設けら
れ、かつ隣り合う木質パネル間に配置されるパネル間設置体とを有し、
　前記パネル間設置体は、軸心に対し直交する径方向の寸法が、一径方向と、他の径方向
とで異なるように形成されるとともに、両径方向のうち、寸法が短い側の径方向が短径方
向、長い側の径方向が長径方向として構成され、
　前記パネル間設置体をその短径方向を木質パネルの並列方向に一致させた状態に配置し
て、前記パネル間設置体の前記短径方向両側に、隣り合う木質パネルの対向縁部をそれぞ
れ支持するようにしたパネル間近接形態と、前記パネル間設置体をその長径方向を木質パ
ネルの並列方向に一致させた状態に配置して、前記パネル間設置体の前記長径方向両側に
、隣り合う木質パネルの対向縁部をそれぞれ支持するようにしたパネル間隔離形態との間
で選択して、木質パネルが屋内壁面に取り付けられるよう構成され、
　前記パネル間隔離形態では、隣り合う木質パネルの対向縁部が離間して配置されるとと
もに、前記パネル間近接形態では、隣り合う木質パネルの対向縁部が、前記パネル間隔離
形態の場合と比べて近接して配置されるよう構成されたことを特徴とする木質パネルの取
付構造。
【請求項２】
　前記パネル間設置体は、正面視において横方向を短径方向、縦方向を長径方向とする略
長方形に形成されている請求項１に記載の木質パネルの取付構造。
【請求項３】
　前記パネル間近接形態では、隣り合う木質パネルの対向縁部同士が接触することにより
、隣り合う木質パネル間に隙間が形成されないようになっている請求項１または２に記載
の木質パネルの取付構造。
【請求項４】
　隣り合う木質パネルの対向縁部の各裏面側が、前記取付具によってそれぞれ支持される
一方、
　隣り合う木質パネルの対向縁部のうち、一方側の対向縁部における表面側に、他方側の
対向縁部に向けて突出する庇片が設けられる請求項１～３のいずれか１項に記載の木質パ
ネルの取付構造。
【請求項５】
　前記他方側の対向縁部における裏面側に、前記一方側対向縁部に向けて突出する下あご
片が設けられ、
　前記パネル間隔離形態では、前記庇片が前記下あご片の表面側を覆うように配置される
請求項４に記載の木質パネルの取付構造。
【請求項６】
　木質パネルは、帯板形状を有し、木質パネルが屋内壁面に並列に複数並んで配置される
請求項１～５のいずれか１項に記載の木質パネルの取付構造。
【請求項７】
　屋内壁面に沿って複数の木質パネルを並べて施工するに際して、木質パネルを屋内壁面
から離間した状態で屋内壁面に取り付けるための木質パネル施工用の取付具であって、
　屋内壁面に設置される壁面設置体と、
　その壁面設置体の表面側に設けられ、かつ隣り合う木質パネル間に配置されるパネル間
設置体とを備え、
　前記パネル間設置体は、軸心に対し直交する径方向の寸法が、一径方向と、他の径方向
とで異なるように形成されるとともに、両径方向のうち、寸法が短い側の径方向が短径方
向、長い側の径方向が長径方向として構成され、
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　前記パネル間設置体をその短径方向を木質パネルの並列方向に一致させた状態に配置し
て、前記パネル間設置体の前記短径方向両側に、隣り合う木質パネルの対向縁部をそれぞ
れ支持するようにしたパネル間近接形態と、前記パネル間設置体をその長径方向を木質パ
ネルの並列方向に一致させた状態に配置して、前記パネル間設置体の前記長径方向両側に
、隣り合う木質パネルの対向縁部をそれぞれ支持するようにしたパネル間隔離形態との間
で選択して、木質パネルが屋内壁面に取り付けられるよう構成され、
　前記パネル間隔離形態では、隣り合う木質パネルの対向縁部が離間して配置されるとと
もに、前記パネル間近接形態では、隣り合う木質パネルの対向縁部が、前記パネル間隔離
形態の場合と比べて近接して配置されるよう構成されたことを特徴とする木質パネル施工
用の取付具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、一般家屋等の屋内壁面に沿って複数の木質パネルが並べて施工される木質
パネルの取付構造および木質パネル施工用の取付具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般住宅における室内の壁面構造としては、壁面に壁紙を貼り付けたり、木質パネル（
化粧パネル）を複数並べて貼り付けたものが周知である。
【０００３】
　このうち下記特許文献１に示すように、木質パネルを用いるものは、木材自身が保有す
る湿度調整機能（調湿機能）によって、快適な居住環境を得ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２７０３３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に示す従来の木質パネルの取付構造のように、木質パネ
ルを単に、壁面に貼り付けるだけでは、木質パネルによる十分な調湿性能を得ることは困
難である、という問題を抱えている。
【０００６】
　その一方、調湿性能を向上させるだけでは、ユーザーの多様なニーズに十分に答えるこ
とができず、例えば施工場所や施工目的によって、異なる形態で木質パネルを施工できる
ような技術の開発も望まれるところである。
【０００７】
　この発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、調湿性能を向上できる上さらに
、必要に応じて、異なる形態で木質パネルを取り付けることができる木質パネルの取付構
造および木質パネル施工用の取付具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明は、以下の手段を備えるものである。
【０００９】
　［１］屋内壁面に沿って複数の木質パネルが並べて施工される木質パネルの取付構造で
あって、
　木質パネルを屋内壁面から離間した状態で屋内壁面に取り付けるための取付具を備え、
　前記取付具は、屋内壁面に設置される壁面設置体と、その壁面設置体の表面側に設けら
れ、かつ隣り合う木質パネル間に配置されるパネル間設置体とを有し、
　前記パネル間設置体は、軸心に対し直交する径方向の寸法が、一径方向と、他の径方向
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とで異なるように形成されるとともに、両径方向のうち、寸法が短い側の径方向が短径方
向、長い側の径方向が長径方向として構成され、
　前記パネル間設置体をその短径方向を木質パネルの並列方向に一致させた状態に配置し
て、前記パネル間設置体の前記短径方向両側に、隣り合う木質パネルの対向縁部をそれぞ
れ支持するようにしたパネル間近接形態と、前記パネル間設置体をその長径方向を木質パ
ネルの並列方向に一致させた状態に配置して、前記パネル間設置体の前記長径方向両側に
、隣り合う木質パネルの対向縁部をそれぞれ支持するようにしたパネル間隔離形態との間
で選択して、木質パネルが屋内壁面に取り付けられるよう構成され、
　前記パネル間隔離形態では、隣り合う木質パネルの対向縁部が離間して配置されるとと
もに、前記パネル間近接形態では、隣り合う木質パネルの対向縁部が、前記パネル間隔離
形態の場合と比べて近接して配置されるよう構成されたことを特徴とする木質パネルの取
付構造。
【００１０】
　［２］前記パネル間設置体は、正面視において横方向を短径方向、縦方向を長径方向と
する略長方形に形成されている前項１に記載の木質パネルの取付構造。
【００１１】
　［３］前記パネル間近接形態では、隣り合う木質パネルの対向縁部同士が接触すること
により、隣り合う木質パネル間に隙間が形成されないようになっている前項１または２に
記載の木質パネルの取付構造。
【００１２】
　［４］隣り合う木質パネルの対向縁部の各裏面側が、前記取付具によってそれぞれ支持
される一方、
　隣り合う木質パネルの対向縁部のうち、一方側の対向縁部における表面側に、他方側の
対向縁部に向けて突出する庇片が設けられる前項１～３のいずれか１項に記載の木質パネ
ルの取付構造。
【００１３】
　［５］前記他方側の対向縁部における裏面側に、前記一方側対向縁部に向けて突出する
下あご片が設けられ、
　前記パネル間隔離形態では、前記庇片が前記下あご片の表面側を覆うように配置される
前項４に記載の木質パネルの取付構造。
【００１４】
　［６］木質パネルは、帯板形状を有し、木質パネルが屋内壁面に並列に複数並んで配置
される前項１～５のいずれか１項に記載の木質パネルの取付構造。
【００１５】
　［７］屋内壁面に沿って複数の木質パネルを並べて施工するに際して、木質パネルを屋
内壁面から離間した状態で屋内壁面に取り付けるための木質パネル施工用の取付具であっ
て、
　屋内壁面に設置される壁面設置体と、
　その壁面設置体の表面側に設けられ、かつ隣り合う木質パネル間に配置されるパネル間
設置体とを備え、
　前記パネル間設置体は、軸心に対し直交する径方向の寸法が、一径方向と、他の径方向
とで異なるように形成されるとともに、両径方向のうち、寸法が短い側の径方向が短径方
向、長い側の径方向が長径方向として構成され、
　前記パネル間設置体をその短径方向を木質パネルの並列方向に一致させた状態に配置し
て、前記パネル間設置体の前記短径方向両側に、隣り合う木質パネルの対向縁部をそれぞ
れ支持するようにしたパネル間近接形態と、前記パネル間設置体をその長径方向を木質パ
ネルの並列方向に一致させた状態に配置して、前記パネル間設置体の前記長径方向両側に
、隣り合う木質パネルの対向縁部をそれぞれ支持するようにしたパネル間隔離形態との間
で選択して、木質パネルが屋内壁面に取り付けられるよう構成され、
　前記パネル間隔離形態では、隣り合う木質パネルの対向縁部が離間して配置されるとと
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もに、前記パネル間近接形態では、隣り合う木質パネルの対向縁部が、前記パネル間隔離
形態の場合と比べて近接して配置されるよう構成されたことを特徴とする木質パネル施工
用の取付具。
【発明の効果】
【００１６】
　発明［１］の木質パネルの取付構造によれば、木質パネルを壁面から離間した状態に配
置しているため、木質パネル全周面における屋内空気との接触面積を大きく確保でき、木
質パネルによる屋内空気に対する吸放湿を十分に行うことができ、室内の調湿性能を向上
させることができる。
【００１７】
　さらに本発明は、パネル間の間隔が広くなるパネル間隔離形態と、狭くなるパネル間近
接形態とのいずれの形態でも施工できるため、所望の形態での施工が可能となり、汎用性
を向上させることができる。
【００１８】
　発明［２］の木質パネルの取付構造によれば、上記の効果をより確実に得ることができ
る。
【００１９】
　発明［３］の木質パネルの取付構造によれば、パネル間近接形態を選択した際に、パネ
ル間に隙間が形成されないため、意匠性を確実に向上させることができる。
【００２０】
　発明［４］の木質パネルの取付構造によれば、庇片によって、パネル間の隙間を隠蔽で
きて、パネル表面側から壁面が不用意にも視認されるのを防止することができる。
【００２１】
　発明［５］の木質パネルの取付構造によれば、庇片および下あご片によって、パネル間
の隙間をより確実に隠蔽できて、パネル表面側から壁面が不用意にも視認されるのを、よ
り確実に防止することができる。
【００２２】
　発明［６］の木質パネルの取付構造によれば、帯状の木質パネルが並列に複数並んで配
置されるため、意匠性の高い壁面構造を形成することができる。
【００２３】
　発明［７］の木質パネル施工用の取付金具によれば、上記と同様に、同様の作用効果を
得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１はこの発明の実施形態である木質パネルの取付構造が適用された室内の壁面
構造を示す正面図である。
【図２】図２は実施形態の壁面構造を示す側面断面図である。
【図３Ａ】図３Ａはパネル間近接形態が採用された実施形態の壁面構造における取付具周
辺を拡大して示す側面断面図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは図３Ａの分解断面図である。
【図４Ａ】図４Ａはパネル間隔離形態が採用された実施形態の壁面構造における取付具周
辺を拡大して示す側面断面図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは図４Ａの分解断面図である。
【図５】図５は実施形態に適用された取付具を示す斜視図である。
【図６Ａ】図６Ａは実施形態に適用された取付具を縦方向から見た状態での断面図である
。
【図６Ｂ】図６Ｂは実施形態の取付具を横方向から見た状態での断面図である。
【図７】図７は実施形態に適用された取付具を示す図であって、同図（ａ）は正面図、同
図（ｂ）は縦方向の端面図、同図（ｃ）は裏面図、同図（ｄ）は横方向の端面図である。
【図８】図８は実施形態に適用された木質パネルの側面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１はこの発明の実施形態である木質パネルの取付構造が適用された室内の壁面構造を
示す正面図、図２は側面断面図である。
【００２６】
　両図に示すように、この壁面構造は、一般住宅における室内の壁面（屋内壁面）Ｗに、
多数の木質パネル１が取付具５を介して取り付けられている。なお以下の説明においては
、室内側から壁面Ｗに近づいていく方向を、後側方向（裏面側方向）とし、壁面Ｗから遠
ざかっていく方向を、前側方向（表面側方向）として説明する。
【００２７】
　壁面Ｗは、例えば間柱や胴縁の室内側に、多数の合板が面状に並べて貼り付けられると
ともに、その合板上に、多数の石膏ボードが面状に並べて貼り付けられて構成されている
。
【００２８】
　木質パネル１は、所定の長さを有する帯板状の形状を有している。この木質パネル１は
、杉や檜等からなる３枚の板材が、木目方向を交互に直交させるように配置した状態で積
層された板材積層体によって構成されている。従って積層された３枚の板材のうち、表面
側の板材（表面板材）および裏面側の板材（裏面板材）は木目方向が一致し、表面板材お
よび裏面板材間に配置される中間の板材（中間板材）は表面板材および裏面板材に対し木
目方向が直交している。
【００２９】
　なお本実施形態においては、表面板材および裏面板材の木目方向がパネル長さ方向（横
方向）に一致し、中間板材の木目方向がパネル幅方向（縦方向）に一致するように構成さ
れている。
【００３０】
　図３Ｂ，図８等に示すように、木質パネル１の一側縁部（下側縁部）２は、その裏面側
が階段状に切り欠かれることによって、表面側に庇片２１が一側方（下方）に突出するよ
うに形成され、さらに庇片２１の裏面側に中間凹段部２２が形成されるとともに、その中
間凹段部２２の裏面側に裏面凹段部２３が形成されている。
【００３１】
　中間凹段部２２および裏面凹段部２３間には、パネル長さ方向に連続する切込溝２４が
形成され、それにより、裏面凹段部２３の側端面に、後に詳述する取付具５の嵌合溝７１
，７２に嵌合可能な嵌合凸部２５が形成されている。
【００３２】
　なお本実施形態において、木質パネル１の一側縁部２は、庇片２１、中間凹段部２２お
よび裏面凹段部２３を含むものである。さらに本実施形態において、一側縁部２の表面側
は、庇片２１によって構成されるとともに、一側縁部２の裏面側は、嵌合凸部２５を含む
裏面凹段部２３によって構成されている。
【００３３】
　木質パネル１の他側縁部（上側縁部）３は、その表面側が切り欠かれることによって、
裏面側に下あご片３１が他側方（上方）に突出するように形成されるとともに、下あご片
３１の表面側に表面凹段部３２が形成されている。
【００３４】
　木質パネル１における下あご片３１の先端面には、パネル長さ方向に連続する切込溝３
４が形成され、下あご片３１における切込溝３４よりも裏面側の部分が、後に詳述するよ
うに取付具５の嵌合溝７１，７２に嵌合可能な嵌合凸部３５として構成されている。
【００３５】
　なお本実施形態において、木質パネル１の他側縁部３は、下あご片３１および表面凹段
部３２を含むものである。さらに本実施形態において、他側縁部３の表面側は、表面凹段
部３２によって構成されるとともに、他側縁部３の裏面側は、嵌合凸部３５を含む下あご
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片３１によって構成されている。
【００３６】
　一方図５～７に示すように、取付具５は、壁面Ｗに設置される壁面設置体６と、壁面設
置体６の前面側（表面側）に一体に形成され、かつ隣り合う木質パネル１，１間に配置さ
れるパネル間設置体７とを備えたＰＯＭ（ポリアセタール）等の硬質合成樹脂の一体成形
品によって構成されている。
【００３７】
　壁面設置体６は、図７（ａ）に示す正面視において上下方向に対応する横方向Ｄ１が、
同図の左右方向に対応する縦方向Ｄ２に対し短く形成された長方形の形状を有している。
【００３８】
　またパネル間設置体７は、同図の正面視において、壁面設置体６に対しサイズが小さい
略相似形に形成されている。すなわちパネル間設置体７は、横方向（図７（ａ）の上下方
向）Ｄ１が、縦方向（同図の左右方向）Ｄ２に対し短く形成された長方形の形状を有して
いる。
【００３９】
　さらにパネル間設置体７の前端（表面側）外周には、溝壁部７５が外径方向に突出する
ように形成されている。
【００４０】
　これにより、壁面設置体６と溝壁部７５との間において、パネル間設置体７の横方向両
側（図７（ａ）の上下両側）に、横方向両側に開放された第１嵌合溝７１，７１がそれぞ
れ形成されるとともに、パネル間設置体７の縦方向両側（同図の左右両側）に、縦方向両
側に開放された第２嵌合溝７２，７２がそれぞれ形成される。
【００４１】
　ここで本実施形態においては、図６Ａ，Ｂに示すように、第１嵌合溝７１，７１におけ
る互いの底壁面間の寸法は、パネル間設置体７の横方向Ｄ１の寸法Ｈ１に相当し、第２嵌
合溝７２，７２における底壁面間の寸法は、パネル間設置体７の縦方向Ｄ２の寸法Ｈ２に
相当することになる。
【００４２】
　また本発明においては、壁面Ｗに対し直交し、かつパネル間設置体７の中心（例えば、
正面視において、パネル間設置体７における短径方向の中心線と長径方向の中心線とが交
差する点、外接円中心、内接中心等）を通過する線分が、軸心として構成され、その軸心
に対し直交する方向が径方向として構成されるものである。
【００４３】
　さらに本実施形態においては、横方向Ｄ１が短径方向として構成されるとともに、縦方
向Ｄ２が長径方向として構成されている。言うまでもなく、横方向Ｄ１は、縦方向Ｄ２に
対し正面視の状態で９０°の角度に設定されている。
【００４４】
　また本実施形態において、横方向Ｄ１および縦方向Ｄ２は、共に径方向を構成するもの
である。
【００４５】
　図５～７に示すように、取付具５の壁面設置体６の内部には、後面側（裏面側）に開放
する裏面側凹部６１が形成される。さらに取付具５の前部には、前面側（表面側）に開放
し、かつ軸心に沿って、上記裏面側凹部６１まで延びるビス取付用筒状凹部５１が形成さ
れいている。さらにビス取付用筒状凹部５１の底壁部には、上記裏面側凹部６１に連通す
るビス挿通孔５２が形成されており、ビス取付用筒状凹部５１が、ビス挿通孔５２および
裏面側凹部６１を介して後方（裏面側）に開放されている。
【００４６】
　なお本実施形態においては、必要に応じて、ビス取付用筒状凹部５１およびビス挿通孔
５２を総称して、ビス取付孔５１，５２と称する。
【００４７】
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　また本実施形態においては、第１，第２嵌合溝７１，７２が、隣り合う木質パネル１，
１の対向縁部２，３を支持するための第１，第２パネル支持部として構成されている。
【００４８】
　本実施形態においては、各木質パネル１が左右方向（水平方向）に沿って配置された状
態で、上下方向に並列に複数並べて配置されるようにして、壁面Ｗに施工されるものであ
り、後に詳述するように各木質パネル１の上下両側縁部２，３が、その両側縁部２，３に
沿って所定の間隔おきに配置された複数の取付具５を介して、壁面Ｗに支持固定されるも
のである。
【００４９】
　さらに本実施形態において、各木質パネル１は、その一側縁部２側が下方側に配置され
るとともに、他側縁部３側が上方に配置されるように施工される。従って本実施形態にお
いては、必要に応じて、木質パネル１の「一側縁部２」を「下側縁部２」と称し、「他側
縁部３」を「上側縁部３」と称する。
【００５０】
　なお、本実施形態において、隣り合う木質パネル１，１の対向縁部２，３は、上下に隣
り合う木質パネル１，１のうち、上側の木質パネル１における一側縁部（下側縁部）２と
、下側の木質パネル１における他側縁部（上側縁部）３によって構成されるものである。
【００５１】
　本実施形態では、木質パネル１を施工するに際して、木質パネル１が、上下に隣り合う
パネル間に隙間が形成されないパネル間近接形態と、適度な隙間が形成されるパネル間隔
離形態とのいずれの形態においても施工できるようになっている。
【００５２】
　まず始めに、パネル間に隙間が形成されないパネル間近接形態で施工する場合について
説明する。
【００５３】
　すなわち図３Ａ，３Ｂに示すように、壁面Ｗにおける１段目の木質パネル１の一側縁部
（下側縁部）２を固定する位置に、複数の取付具５を左右方向（水平方向）に沿って適当
な間隔おきに取り付ける。このとき各取付具５は、そのパネル間設置体７の横方向Ｄ１が
上下方向（パネル並列方向）に一致するようにして、壁面設置体６の裏面側を壁面Ｗに設
置し、その状態で、ビス５５を取付具５の前面側からビス取付孔５１，５２に挿通して、
壁面Ｗにねじ込むことにより、各取付具５を壁面Ｗにそれぞれ固定する。この状態では、
横方向両側の第１嵌合溝７１，７１が上下両側に配置されるとともに、縦方向両側の第２
嵌合溝７２，７２が左右両側に配置される。
【００５４】
　こうして固定された各取付具５におけるパネル間設置体７の上側の第１嵌合溝７１内に
、１段目の木質パネル１の一側縁部（下側縁部）２における嵌合凸部２５をそれぞれ嵌合
し、これにより木質パネル１の下側縁部２を、複数の取付具５を介して壁面Ｗに支持する
。
【００５５】
　次に、１段目の木質パネル１の他側縁部（上側縁部）３に、その上側縁部３に沿って所
定の間隔おきに複数の取付具５を設置する。つまり木質パネル１の上側縁部３における嵌
合凸部３５に、取付具５におけるパネル間設置体７の横方向一方側（下側）の第１嵌合溝
７１を外嵌する。このとき、各取付具５は、上記と同様に、パネル間設置体７の横方向Ｄ
１が上下方向に沿って配置される。
【００５６】
　そして各取付具５の壁面設置体６を壁面Ｗに沿わせるように配置した状態で、取付具５
の表面側からビス５５を、ビス取付孔５１，５２に挿通して壁面Ｗにねじ込むことにより
、取付具５を壁面Ｗに固定する。こうして１段目の木質パネル１の上側縁部３を、複数の
取付具５を介して壁面Ｗに支持する。
【００５７】
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　続いて、１段目の木質パネル１の上側縁部３を支持する複数の取付具５における上側の
第１嵌合溝７１内に、２段目の木質パネル１の下側縁部２を上記と同様に差し込んで、壁
面Ｗに支持する。
【００５８】
　さらに２段目の木質パネル１の上側縁部３を、複数の取付具５を介して壁面Ｗに支持す
る。このときも上記と同様に、取付具５は、パネル間設置体７の横方向Ｄ１を上下方向に
一致させるように配置し、横方向下側の第１嵌合溝７１内に、２段目の木質パネル１の上
側縁部３を嵌め込むようする。
【００５９】
　以下同様にして、複数の取付具５および木質パネル１を順次施工することによって、壁
面Ｗにおけるパネル取付予定部全域に、木質パネル１が取り付けられて、施工作業が完了
する。
【００６０】
　このようにパネル間近接形態によって施工された壁面構造においては、上下に隣り合う
木質パネル１，１の対向縁部２，３が、取付具５のパネル間設置体７における横方向両側
の第１嵌合溝７１，７１に支持される。この状態において、パネル間設置体７の横方向寸
法Ｈ１は短く設定されているため、上下の木質パネル１，１が近接した状態に配置される
。具体的には、上側木質パネル１の下側縁部２における庇片２１の先端が、下側木質パネ
ル１の上側縁部３における表面凹段部３２の側端面に当接し、表面（室内）から見た状態
において、上下に隣り合う木質パネル１，１間に隙間が形成されない状態となる。
【００６１】
　なおこのパネル間近接形態において、取付具５の壁面設置体６は、木質パネル１を支持
するパネル間設置体７と壁面Ｗとの間に介在されることにより、木質パネル１を壁面Ｗに
対し離間した状態に保持するためのスペーサーとして機能する。
【００６２】
　一方、パネル間に隙間が形成されるパネル間隔離形態で施工する場合、以下に説明する
ように、上記のパネル間近接形態の場合と比較して、各取付具５を軸心回りに９０°回転
させた状態にして施工するものである。
【００６３】
　すなわち図４Ａ，４Ｂに示すように、壁面Ｗにおける１段目の木質パネル１の下側縁部
２を固定する位置に、複数の取付具５を左右方向（水平方向）に沿って適当な間隔おきに
取り付ける。このとき各取付具５は、そのパネル間設置体７の縦方向Ｄ２が上下方向（パ
ネル並列方向）に一致するようにして、壁面設置体６の裏面側を壁面Ｗに設置し、その状
態で、ビス５５を取付具５の前面側からビス取付孔５１，５２に槽通して、壁面Ｗにねじ
込むことにより、各取付具５を壁面Ｗにそれぞれ固定する。この状態では、縦方向両側の
第２嵌合溝７２，７２が上下両側に配置されるとともに、横方向両側の第１嵌合溝７１，
７１が左右両側に配置される。
【００６４】
　こうして固定された各取付具５におけるパネル間設置体７の上側の第２嵌合溝７２内に
、１段目の木質パネル１の一側縁部（下側縁部）２における嵌合凸部２５をそれぞれ嵌合
し、これにより木質パネル１の下側縁部２を、複数の取付具５を介して壁面Ｗに支持する
。
【００６５】
　次に、１段目の木質パネル１の他側縁部（上側縁部）３に、その上側縁部３に沿って所
定の間隔おきに複数の取付具５を設置する。つまり木質パネル１の上側縁部３における嵌
合凸部３５に、取付具５におけるパネル間設置体７の縦方向一方側（下側）の第２嵌合溝
７２を外嵌する。このとき、各取付具５は、上記と同様に、パネル間設置体７の縦方向Ｄ
２が上下方向に沿って配置される。
【００６６】
　そして各取付具５の壁面設置体６を壁面に設置した状態で、取付具５の表面側からビス
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５５を、ビス取付孔５１，５２に挿通して壁面Ｗにねじ込むことにより、取付具５を壁面
Ｗに固定する。こうして１段目の木質パネル１の上側縁部３を、複数の取付具５を介して
壁面Ｗに支持する。
【００６７】
　続いて、１段目の木質パネル１の上側縁部３を支持する複数の取付具５における上側の
第２嵌合溝７２内に、２段目の木質パネル１の下側縁部２を上記と同様に差し込んで、壁
面Ｗに支持する。
【００６８】
　さらに２段目の木質パネル１の上側縁部３を、複数の取付具５を介して壁面Ｗに支持す
る。このときも上記と同様に、取付具５は、パネル間設置体７の縦方向Ｄ２を上下方向に
一致させるように配置し、縦方向下側の第２嵌合溝７２内に、２段目の木質パネル１の上
側縁部３を嵌め込むようにする。
【００６９】
　以下同様にして、複数の取付具５および木質パネル１を順次施工することによって、壁
面Ｗにおけるパネル取付予定部全域に、木質パネル１が取り付けられて、施工作業が完了
する。
【００７０】
　なお言うまでもなく、本発明において、施工手順は、上記のものに限定されるものでは
なく、どのような手順で施工するようにしても良い。
【００７１】
　このようにパネル間隔離形態によって施工された壁面構造においては、上下に隣り合う
木質パネル１，１の対向縁部２，３が、取付具５のパネル間設置体７における縦方向両側
の第２嵌合溝７２，７２に支持される。この状態において、パネル間設置体７の縦方向寸
法Ｈ２は長く設定されているため、上下の木質パネル１，１が離間した状態に配置される
。具体的には、上側木質パネル１の下側縁部２における庇片２１の先端が、下側木質パネ
ル１の上側縁部３における表面凹段部３２の側端面から離間して配置されて、隣り合う木
質パネル１，１間に壁面Ｗに通ずる隙間が形成された状態となる。
【００７２】
　なおこのパネル間隔離形態においても、上記と同様に、取付具５の壁面設置体６は、木
質パネル１を支持するパネル間設置体７と壁面Ｗとの間に介在されることにより、木質パ
ネル１を壁面Ｗに対し離間した状態に保持するためのスペーサーとして機能する。
【００７３】
　以上のように、本実施形態の木質パネルの取付構造によれば、室内の調湿性能を向上さ
せることができる。すなわち木質材は、その表裏両面、左右両側端面および上下両側端面
を含む全周面（周囲６面）から、水分（湿気成分）を吸収したり、放出することにより、
周辺の湿度を適正に調整するものであるため、木質パネル１の全周面のうち、室内の空気
（雰囲気）との接触する面積が大きくなるほど、吸放湿量を多くでき、調湿性能を向上さ
せることができる。
【００７４】
　そこで本実施形態においては、木質パネル１を壁面Ｗから離間した状態に配置するもの
であるため、木質パネル１の表裏両面を共に室内空気に接触させることができ、木質パネ
ル１の全周面における室内空気（屋内空気）との接触面積を大きく確保することができる
。このため各木質パネル１による室内空気に対する吸放湿を十分に行うことができ、室内
の調湿性能を十分に確保できて、快適な居住空間を確保することができる。
【００７５】
　特にパネル間隔離形態においては、隣り合う木質パネル１，１間に、パネル裏面に通じ
る隙間を形成しているため、その隙間を通って、室内の空気が、パネル裏面側と表面側と
の間で循環し易くなり、パネル裏面での吸放湿をより確実に行うことができ、より一層調
湿性能を向上させることができる。
【００７６】
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　なおパネル間隔離形態では、隣り合う木質パネル１，１において、上側の木質パネル１
の下側縁部２における庇片２１が、下側の木質パネル１の上側縁部３における表面凹段部
３２の表面側に配置されて、パネル間の隙間を被覆しているため、室内側からパネル間を
通して壁面Ｗが視認されるような不具合を確実に防止することができる。
【００７７】
　また本実施形態においては、パネル間に隙間が形成されないパネル間近接形態と、隙間
が形成されるパネル間隔離形態とのいずれの形態でも施工できるようにしているため、居
住者等のユーザーは、施工場所や施工目的に応じて、上記２つの形態の中から、好ましい
形態を選択することができる。例えばリビングルーム等の場所では、パネル間近接形態で
施工することによって、パネル間に隙間が形成されず、意匠性の高い壁面構造を形成でき
る一方、寝室等の場所では、パネル間隔離形態で施工することによって、より一層優れた
調湿性能が得られ、より一層快適な居住空間を得ることができる。このようにユーザーの
ニーズ等に合わせて、調湿性能を重視したり、意匠性を重視した壁面構造を形成すること
が可能であり、選択肢が増えて、汎用性を向上させることができ、高い商品価値を得るこ
とができる。
【００７８】
　また本実施形態では、パネル間近接形態およびパネル間隔離形態のいずれにおいても１
種類の取付具５によって施工できるようにしているため、部品点数の削減によって、コス
トを削減できる上、部品（取付具５）の種類を間違えたりするようなミスが生じるのも確
実に防止でき、パネル施工作業を簡単に行うことができる。
【００７９】
　さらに本実施形態においては、木質パネル１の構成材料として、杉や檜を用いているた
め、より一層調湿性能を向上させることができる。すなわち杉や檜は、針葉樹材で比重が
小さく、木材の中でも、湿気成分の吸放出機能が大きいため、上記の調湿性能をより向上
させることができる。
【００８０】
　また本実施形態において、例えば、木質パネル１の表面や裏面に溝や凸筋等の凹凸形状
を形成することによって、木質パネル１の外表面積をさらに増大させることができ、調湿
性能を一層向上させることができる。
【００８１】
　ところで、本実施形態のパネル取付構造が適用された壁面構造において、液晶テレビ、
プラズマテレビ、リアプロジェクションテレビ、有機ＥＬテレビ、ＦＥＤテレビ等の薄型
テレビのディスプレイパネルを壁掛け状態で取り付けるような場合や、ＡＶシステムのス
ピーカーを壁掛け状態で取り付けるような場合には、木質パネルと壁面との間の空間（隙
間）にテレビ用やスピーカー用等の電気配線を敷設することができる。これにより、スペ
ースの有効利用を図りつつ、配線を隠蔽できて、美観を向上できる上さらに、配線を自在
に張りめぐらせることができて、汎用性を向上させることができる。
【００８２】
　さらに壁掛けされた薄型テレビ等の電気製品の関連機器例えば、テレビチューナー、Ｈ
ＤＤレコーダー、ステレオチューナー、ステレオアンプ等を木質パネルと壁面との間の空
間に収容することも可能であり、それによって、より一層、スペースの有効利用およびデ
ザイン性の向上を図ることができる。
【００８３】
　なお上記実施形態においては、木質パネル１として帯板形状のものを用いているが、そ
れだけに限られず、本発明において、木質パネルの形状は特に限定されるものではなく、
正方形や長方形等の四角形状のもの、四角形以外の多角形状のもの、異形状のものを用い
ても良い。さらに異なる大きさの木質パネルを複合して用いるようにしても良い。
【００８４】
　また上記実施形態においては、ひとつの壁面を仕上げるに際して、パネル間近接形態と
、パネル間隔離形態とのいずれか一方のみで施工するようにしているが、それだけに限ら
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れず、本発明においては、ひとつの壁面に対し、パネル間近接形態と、パネル間隔離形態
とを併用して施工するようにしても良い。例えば木質パネルを１枚毎にパネル間近接形態
とパネル間隔離形態とで交互に施工することにより、２枚毎にパネル間に隙間が形成され
るように施工しても良い。さらに多数のパネル間のうち、ランダムな位置のパネル間に隙
間を形成するようにしても良い。
【００８５】
　また上記実施形態において、パネル間近接形態では、隣り合う木質パネルの対向縁部を
接触させるようにしているが、それだけに限られず、本発明において、パネル間近接形態
では、隣り合う木質パネルの対向縁部を必ずしも接触させる必要はなく、隣り合う木質パ
ネルの対向縁部の間隔が、パネル間隔離形態の場合よりも狭くなっていれば良い。
【００８６】
　さらに上記実施形態においては、木質パネルを、その庇片が形成される側の縁部（一側
縁部）を上側して施工するようにしているが、それだけに限られず、本発明においては、
庇片が形成される側の縁部（一側縁部）を下側して施工するようにしても良い。
【００８７】
　また上記実施形態においては、帯板形状の木質パネル１を水平方向（左右方向）に沿わ
せた状態で、上下方向に並列に並べて複数配置するように施工する場合を例に挙げて説明
したが、本発明において、木質パネルの配列方向は限定されるものではない。例えば本発
明において、帯板形状の木質パネル垂直方向（上下方向）に沿わせて配置した状態で、横
方向に並列に並べて複数配置するように施工しても良い。この場合、木質パネルの配列方
向は水平方向（左右方向）となる。
【００８８】
　また上記実施形態においては、パネル間設置体として、正面視四角形状（長方形）のも
のを用いているが、それだけに限られず、本発明においては、他の形状、例えば５角形以
上の多角形のものを用いても良い。
【００８９】
　また本発明において、一径方向とは、径方向のいずれか一つの方向であり、他の径方向
とは一径方向に対し直交し、かつ径方向のいずれか一つの方向である。
【００９０】
　また上記実施形態においては、木質パネルとして、３枚の板材が積層された板材積層体
によって構成されたものを使用しているが、それだけに限られず、本発明においては、木
質パネルを１枚の板材によって構成しても良いし、２枚の板材、または４枚以上の板材が
積層された板材積層体によって構成するようにしても良い。
【００９１】
　さらに本発明において、木質パネルは、部分的に、合成樹脂や合成ゴム等の非木質系の
部材が含まれていても良い。
【００９２】
　また取付具の素材はＰＯＭ等の高質合成樹脂だけに限られず、取付具を金属等によって
構成するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
　この発明の木質パネルの取付構造は、屋内の壁面に沿って複数の木質パネルが並べて施
工される壁面構造に利用可能である。
【符号の説明】
【００９４】
１：木質パネル
２：一側縁部（下側縁部、対向縁部）
２１：庇片
３：他側縁部（上側縁部、対向縁部）
３１：下あご片
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５：取付具
６：壁面設置体
７：パネル間設置体
Ｄ１：横方向（短径方向）
Ｄ２：縦方向（長径方向）
Ｈ１：横方向寸法
Ｈ２：縦方向寸法
Ｗ：壁面（屋内壁面）

【図１】 【図２】
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